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　令和７年度(2025 年度) 第３回箕面市都市計画審議会　議事録 

 

●日　時　　令和８年（2026 年）３月６日(金曜日) 

　　　　　　午前 10 時 00 分　開会　　 午前 11 時 05 分　閉会 

 

●場　所　　箕面市役所　本館２階　特別会議室 

 

●出席者

　１）都市計画審議会委員 

　　委　員　　　加我　宏之　氏 

委　員　　　木多　道宏　氏 

委　員　　　滝口　広子　氏　　　　　　　

（WEB 参加） 

　　委　員　　　中谷　芳雄　氏 

委　員　　　松出　末生　氏 

委　員　　　大脇　典子　氏 

委　員　　　楠　　政則　氏 

 

委　員　　　武智　秀生　氏 

委　員　　　藤田　貴支　氏 

委　員　　　増田　京子　氏 

委　員　　　村川　真実　氏 

委　員　　　加藤　博一　氏 

委　員　　　勝間田 麻也 氏 

委　員　　　村岡　和憲　氏 

 

委員 14 名　出席 

 

　２）その他 

　　市関係者及び事務局　9名 

　　傍聴者　　　　　　　4名 

 

 

●案件とその結果 

案件１　北部大阪都市計画用途地域の変更について【付議】 

全員賛成により原案のとおり可決　 

案件２　北部大阪都市計画高度地区の変更について【付議】 

全員賛成により原案のとおり可決　 

案件３　北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更について【付議】 

全員賛成により原案のとおり可決　 

案件４　北部大阪都市計画川合・山之口地区地区計画の変更について【付議】 

全員賛成により原案のとおり可決　 

案件５　箕面市景観計画の変更について【諮問】 

「意見なし」と答申 

 

 

●事務局 

　定刻になりましたので、ただ今から、

令和７年度第３回箕面市都市計画審議会

を始めさせていただきます。 

本日、進行及び説明につきましては、

すべて着座にて対応させていただきます。　　

よろしくお願いいたします。 

初めに、本日、滝口委員にはＷＥＢで

ご出席いただいておりますので、音声が

届いているか確認させていただきます。 

滝口委員、音声は聞こえておりますで

しょうか。 

●滝口委員 

　はい。大丈夫です。聞こえております。
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よろしくお願いいたします。 

●事務局 

　ありがとうございます。 

次に、本日、机上に２点資料をお配り

しています。右上に資料①と②と記載さ

れている資料ですが、不足はございませ

んでしょうか。 

 

＜「不足なし」の声＞ 

 

●事務局 

ありがとうございます。 

次に、本日の審議会は、議事録の作成

を目的として録音させていただいており

ます。ご了承のほどよろしくお願いいた

します。 

最後に、本日、増田会長からご都合に

より欠席の旨、連絡がございました。こ

れに伴いまして、箕面市都市計画審議会

設置条例第５条第３項の規定により、会

長の職務代理にあらかじめ指名されてお

ります木多委員に議長として、本日の議

事の進行をお願いいたします。 

木多委員、議長席にご移動ください。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

●木多会長職務代理 

　皆さま、おはようございます。本日、

委員の皆さま方におかれましては、公私

何かとご多用のところ、ご出席を賜り厚

くお礼申し上げます。 

また、平素は、本審議会の運営に対し

まして、格段のご支援ご協力を賜り、重

ねて厚くお礼申し上げます。 

それでは、これより令和７年度第３回

箕面市都市計画審議会を進めてまいりま

す。議事運営にあたりまして、皆さまの

ご協力をよろしくお願いします。 

まず、事務局より所定の報告をお願い

いたします。 

●事務局 

定足数について、ご報告いたします。 

本日の出席委員は、委員 18 名中 14 名

でございまして、委員の２分の１以上の

出席がありますことから、箕面市都市計

画審議会設置条例第６条第２項の規定に

より、会議は成立しております。 

なお、増田会長、弘本委員、藤原委員、

土井委員より欠席の旨、連絡がございま

したことを、併せてご報告申し上げます。 

以上でございます。 

●木多会長職務代理 

　それでは、案件審議に入らせていただ

きます。 

本日は、付議案件４件、諮問案件１件

についてご審議いただく予定でございま

す。 

本日の審議は、午前 11 時 30 分を目途

に終了したいと考えておりますので、皆

さまのご協力をお願いいたします。 

まず、本日の審議の進め方につきまし

て、お諮りいたします。 

本日の案件１から案件５につきまして

は、川合・山之口地区における都市計画

及び景観計画の変更にかかる案件となっ

ております。 

関連する内容でございますので、案件

１から案件５について一括で議題とし、

説明を受け、質疑を行い、その後、各案

件の採決や答申を行うという形で進めて

まいりたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

ありがとうございます。それでは、そ

のように進めさせていただきます。 

それでは、案件１から案件５を議題と

いたします。案件１から案件４は付議案

件、案件５は諮問案件でございます。 

案件１から案件５「川合・山之口地区

における都市計画等の変更について」、

市より説明を求めます。 
 

案件１北部大阪都市計画用途地域の変

更について【付議】 

案件２北部大阪都市計画高度地区の変

更について【付議】 
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●市 

　 

＜案件説明＞ 

 

●木多会長職務代理 

ただいま説明がございました案件１か

ら案件５につきまして、ご意見、ご質問

はございませんか。 

挙手でお願いできればと思います。 

はい。では、村川委員お願いします。 

●村川委員 

はい。ありがとうございます。 

ただ今、ご説明いただいた中で、大体

の土地利用計画が固まったということで

すが、商業集積地区①に関して令和７年

10 月末に、周辺自治会に配られたチラシ

では、2027 年８月を目標にコストコが

オープンする予定で、地権者との協議が

間もなく整うということが書かれていた

のですが、協議は整ったのでしょうか。

箕面市として、コストコがオープンする

計画がおおよそ固まったと聞いていると

いうことですが、どこまで聞かれている

のか聞かせてください。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●地域創造部 

 

ご質問いただきました大型商業施設に

つきましては、間もなく協議が整う状況

と聞いております。まだ、正式な契約に

は至ってないようですが、開業予定につ

きましては、委員がおっしゃるとおり、

2027 年夏頃の見込みと聞いています。 

 案件３北部大阪都市計画防火地域及び

準防火地域の変更について

【付議】 

案件４北部大阪都市計画川合・山之口

地区地区計画の変更について

【付議】 

案件５箕面市景観計画の変更について

【諮問】

以上です。 

●村川委員 

はい。コストコと言いますと、ガソリ

ンスタンドもありますが、川合・山之口

地区のコストコでもガソリンスタンドが

できるのでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●地域創造部 

現在、大型商業施設の建設に関する協

議は、ガソリンスタンドが併設される計

画で進められています。 

●村川委員 

はい。本当にコストコができる場合、

渋滞を心配する声があるのですが、箕面

市として、渋滞緩和策として何か進めて

いるのでしょうか。 

●地域創造部 

はい。現在、市東部地域の幹線道路で

ある府道の主要交差点において、発生す

る渋滞を緩和するため、大阪府や関係機

関に対して要望を重ねているところでご

ざいますが、大阪府では今年度、豊川駅

前で渋滞対策の工事を実施しておりま

す。 

これと並行いたしまして、茨木市や大

阪府、警察と連携して、業務代行者に渋

滞対策について指導するなど、対応を進

めているところでございます。 

以上です。 

●村川委員 

ありがとうございます。 

ラウンドアバウトを設置し、渋滞解消

に向けて動いているということでした

が、12 ページの「位置１」は、ラウンド

アバウトの設置により、区画道路４号線

を廃止したことに伴う位置の変更があっ

たということですか。それとも、渋滞に

関わらない変更だったのですか。お願い

します。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●地域創造部 
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「位置１」の変更は、渋滞対策として

ラウンドアバウト交差点ができることに

伴う変更ではありません。 

あくまで土地利用の計画が変更となっ

たことによる変更となります。 

●村川委員 

はい。あともう１点、12 ページの「位

置３」は、７月の審議会の時点でも、土

地利用計画が変更となったことに伴う位

置の変更という説明でしたが、商業集積

地区②には、物流センターが誘致される

と聞いていたのですが、データセンター

の誘致計画になったと聞いて驚きました

けど、誘致施設の変更に伴う位置の変更

ということでよかったですか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

 

当該道路線形の変更がデータセンター

を誘致することに伴う変更なのかという

ご質問かと思いますが、結論から申し上

げますとそうではなくて、南側の商業集

積地区②の土地の利用が効率的ではな

く、大きな区画にした方がより効率的に

土地を利用できるのではないかという結

論に至り、道路線形を見直したと聞いて

います。 

●村川委員 

ありがとうございます。 

先ほどのコストコは、2027 年８月と明

確に目標が定められていますけど、この

データセンターの誘致についての進捗は

何か聞かれているのでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。どうぞ。 

●地域創造部 

データセンターの開業予定などについ

ては、現時点で未定と聞いております。 

●村川委員 

分かりました。この地区全体で施設の

オープンは順次行われていくものと理解

しました。 

あと最後に、コストコのガソリンスタ

ンドは、商業地域で建築が認められてお

り、何も特別な届出がなくても開業でき

るのかということだけ、最後に確認させ

てください。 

●みどりまちづくり部 

委員ご質問のとおり、定められた用途

地域で認められる範囲の中で行われるも

のと思います。 

●木多会長職務代理 

はい。どうもご質問ありがとうござい

ました。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい。増田委員お願いします。 

●増田京子委員 

都市計画道路川合山之口線の整備につ

いて、施行区域内はもちろん整備されて

いくと思いますが、区域外の部分の整備

について、進捗状況をお聞かせいただけ

ますか。 

●地域創造部 

はい。委員のご質問は、市が整備する

部分の進捗状況ということでよろしいで

すか。 

●増田京子委員 

　はい。 

●地域創造部 

現在、市が整備する部分につきまし

て、補償協議を進めているところでござ

います。事業認可では、期間が令和 12

年３月までとなっていますので、令和 12

年４月頃に供用開始を目標に進めている

ところと、所管室より聞いています。 

ただ、当然用地買収が絡むような話も

ございますので、用地交渉や工事の進捗

状況等によっては、供用開始時期が遅れ

る可能性は有り得るのかなというところ

でございます。 

以上です。 

●木多会長職務代理 

はい。どうぞ。 

●増田京子委員 

ありがとうございました。 
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まだちょっと時期的にははっきりわか

らないということですね。 

もう１つ、Ｅの部分ですけど、この部

分の変更面積はどれぐらいになるのかお

聞かせいただきたいと思います。 

先ほどの説明の中で、私が前回質問さ

せていただいたのは、高さが第６種から

第８種になる部分が増えるのではないか

ということが気になっていて、今の説明

でも実際の建物の高さの変更はないと、

実際に高いものが建つわけではないとい

うような説明だったかと思いますが、第

８種高度地区の面積はどれぐらいあるの

か。将来的に、データセンターがなく

なって、その他の高い建物が建つことが

あるのではないかというお話もさせてい

ただきましたが、その辺お聞かせいただ

けますでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

すみません。Ｅの部分だけの面積とい

うのは、現在、資料を持ち合わせており

ませんので、お答えできません。第６種

と第８種の面積については、議案書案件

２の２－１ページに書かれている部分の

とおりとなります。 

●増田京子委員 

第８種高度地区が 150 ヘクタールにな

るということですか。 

●みどりまちづくり部 

そうです。第８種高度地区の面積は、

変更後 150 ヘクタールになるということ

です。 

●増田京子委員 

元の数字がわからないから、第６種か

ら第８種に変更となった面積が分からな

い。 

●みどりまちづくり部 

すみません。Ｅの部分の面積について

は、資料を持ち合わせていません。 

●増田京子委員 

とにかく第８種が増えるということで

すね。 

●みどりまちづくり部 

　そのとおりです。 

●木多会長職務代理 

よろしいでしょうか。 

はい。どうもご質問ありがとうござい

ました。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい。武智委員お願いいたします。 

●武智委員 

７月の審議会で、土地利用計画の変更

で緑地面積がどのぐらい増えるのかとい

う質問があったと思います。それで、緑

地と公園の面積は、全体で約９％増える

見込みとの答弁がございました。それは

本当に良い方向への変更だと思っており

ます。今回の都市計画の変更は、私自身

も境界の整形をするために行う軽易な変

更と考えておりますが、それよりも今後

重要となってくるのは、実際に建物が建

てられていく中で、良好な景観形成が構

築されるのかということであります。先

ほども少しお話がありましたが、商業集

積地区①はコストコが誘致されると聞い

ております。 

ただ、他の自治体のコストコの施設を

見受けますと、非常に無機質なものが多

い。市としては、そういう建物が建つこ

とに対してどのように考えているのか。

一番重要なことは先ほど申しましたが、

良好な景観の形成が図られることである

と思いますので、ご見解をお聞かせくだ

さい。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

ありがとうございます。 

ご指摘の建築物に限らず、建築物の計

画時点においては、景観に関し、外観の

意匠、色彩であるとか、敷地内の緑化、

垣・柵のしつらえ等について、景観基準

に定める基準に基づいて、事業者と協議

していくことになります。 

加えて、大きな施設の場合ですと、市

のまちなみづくり相談において、景観ア
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ドバイザーの先生方からも助言等をいた

だきながら進めていくことになっており

ます。 

当該施設につきましても、現在協議が

進められているところでございますが、

基準への適合以外の部分についても、例

えば無機質な壁が道路側から見えて、圧

迫感がある場所について、高木を植栽す

ることで圧迫感の軽減を図れないかと

いった基準外の事項についても、事業者

の協力も得ながら進めているところでご

ざいます。 

市としましては、ご指摘のとおり、大

きな施設が立ち並ぶエリアになりますの

で、都市計画を定めて誘導を図るととも

に、景観についても適宜、適切に指導を

行っていきたいと考えており、周辺の住

宅地や山なみ景観と調和した良好な景観

形成を目指していきたいと考えていま

す。 

以上でございます。 

●武智委員 

ありがとうございます。 

できるだけ、今おっしゃったようなバ

ランスというか、箕面市というのは、緑

を本当に第一にＰＲしているわけですか

ら、そのあたりを勘案されて、取り組ん

でいただきたくお願いを申し上げます。 

以上です。 

●木多会長職務代理 

はい。ありがとうございました。 

藤田委員お願いいたします。 

●藤田委員 

はい。整備の内容が具体化していって

いるかと思いますが、イメージ図という

かパースが、事業者から出てくることは

あるのでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

景観の事前相談において、やはりそれ

がないことには、色彩であるとかしつら

えであるとか協議はできない部分もあり

ますので、来庁の際に一緒にご持参いた

だいています。 

●藤田委員 

はい。それは協議の内容で使われてい

るということですけど、外に出すことは

できない資料になってくるのですか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

事前相談書という形で市に提出がなさ

れた後は、行政文書になりますので、開

示請求いただきましたら、開示できる文

書については開示することができます。 

●藤田委員 

はい。その開示請求しないといけない

文書じゃない位置付けで、例えば近隣住

民とかに説明する資料として、イメージ

図などを求めることはできないのです

か。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

事前相談で来庁される際に持ってきて

いただくことはあれど、市がその資料を

受け取ることはありません。事前相談書

に添付が義務づけられた書類で、正式な

手続きを踏んで、提出された文書を開示

できるということです。事前相談書とし

て提出される資料となりますので、届出

等の内容を確認するのに足りない部分が

ある場合は、確認の中で適宜、この資料

を提出してくださいとお願いすることは

ありますが、一旦、規則に基づく添付資

料が整い、提出された時点で市は受け付

けをすることになります。 

●木多会長職務代理 

はい。どうもありがとうございまし

た。ほかにいかがでしょうか。 

はい。増田委員、お願いします。 

●増田京子委員 

はい。私が懸念するところは、武智委

員がおっしゃったような緑化のところで

す。外観が無機質で同じ形態ということ

ですが、コストコは敷地全体で約 4.8 ヘ
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クタールあり、駐車場の規模も広く、植

栽等は協議するということですけども、

それを相手が聞いてくれなかった場合は

どうなるのでしょうか。やはり相手も企

業ですから、色々とできること、できな

いこと、やること、やらないことがある

と思うのです。 

だけど、どこまで箕面市が景観という

ことで縛れるかだと思うのですけど、

4.8 ヘクタールという規模で無機質にな

られたら困るなという感じがすごくしま

す。もし、相手が聞いてくれなかった場

合にさらなる協議が可能なのかどうかお

聞かせいただけますか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

はい。基準への適合は必須かと思いま

すので、そこは市としても強く指導して

いくところと思っています。また、先ほ

ど申し上げましたとおり、事業者の協力

を得ながら進めていく部分というのは当

然出てきますので、私たち所管室として

は、良好な景観形成のために言うべきこ

とはきちんと指導等をしていきます。た

だ、ご質問のとおり、事業者のお考えで

あるとか、変えられない部分というのが

出てくることもあるだろうと思います。

その場合は、どこまで寄り添い、お互い

の妥協点を見つけていけるかというとこ

ろかと思いますので、私たちは、伝え続

けることが役割であると思っています。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●加我委員 

土地区画整理事業が行われ、大型商業

施設やデータセンターが進出することに

伴い、箕面市では、さらに良好な市街地

を整備していくために地区計画を定め、

また、当該地区を景観計画に基づく都市

景観形成地区に指定して、さらには、大

型施設については、まちなみづくり相談

で基準に加えて基準外といいますか、土

地にあった建築行為がなされるよう、き

め細かく事業者に指導というよりも、寄

り添いながらやってきているということ

ですので、今回もこれまでと同様に、期

待できると思ってございます。 

無機質な同種の大型商業施設が他市で

立地しているというところで言います

と、市などとそのような対話がされるこ

となく出店されている場合もあると思い

ます。今回、箕面市で出店をされるとい

うことで、最初は基準等に驚かれるかと

思いますけども、ここに立地するという

ことを、多分真摯に受けとめて対応して

いただけるのではないかなと期待してご

ざいます。 

例えば、全国的にある派手な色のド

ラッグストアが箕面市に出店する際、ま

ちなみづくり相談によって、企業のブラ

ンドカラーを変えて出店することができ

ないかというようなことまで調整されま

した。もう一つは、データセンター、物

流倉庫というのはどうしても無味乾燥な

ものになりがちですが、彩都のデータセ

ンターでは、隣の市と箕面市とで、意匠

のきめ細かさなどが違うと思います。 

これらは、今までの景観行政の成果で

ありますし、特に、まちなみづくり相談

の先生方が非常に苦労をされた成果と思

いますが、そういった事例も事業者の方

に見ていただきながら、市は対話をして

いっていただければなと思っています。 

以上でございます。 

●木多会長職務代理 

はい。ありがとうございます。 

ほかにございませんでしょうか。 

はい。村岡委員、お願いします。 

●村岡委員 

以前に、大阪モノレールの新駅を申請

されるような話を聞きましたが、計画等

はどうなっているのでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●地域創造部 

新駅につきましては、現在行っており

ます土地区画整理事業でまちづくりが完
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成し、どれだけの人が利用するのか、人

の流れを見極めた上で、どうすべきかを

検討していきたいという状況でございま

す。 

●村岡委員 

現時点ではまだ何も決まっておらず、

今後検討されるということですね。 

●地域創造部 

　はい。そうです。 

●村岡委員 

はい。分かりました。 

もう一つありまして、３ページに大型

商業エリアとは別に、沿道商業エリアが

ありますが、どういった店舗が誘致され

るのかお願いします。 

●みどりまちづくり部 

沿道商業エリアに誘致される具体的な

店舗は決まっていないと思われますが、

用途地域が近隣商業地域なので、ロード

サイドに店舗が並ぶようなイメージで、

箕面市で言うと小野原のようなイメージ

かなと思っています。 

●木多会長職務代理 

はい。どうもありがとうございまし

た。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい。増田委員お願いします。 

●増田京子委員 

はい。先ほどのコストコの景観、緑地

などに関しては、ぜひとも頑張っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

当該地区は、これまで豊かな農地で

あった場所、地産地消でやっていた場所

ですので、そのことも検討に入れていた

だきたいなと思います。 

私がＥの場所の面積を聞いたのは、前

回、パブリックコメントではなく公聴会

にするという報告を受け、公聴会はどの

ような場合にするのかという話をさせて

いただいたかと思いますが、ＥとかＡと

いう場所は結構な、大きさの面積の変更

があるのではないかと思うのですよね。 

それから、軽易な変更という点につい

て、高度地区第６種から第８種に、建物

の高さが 22 メートルから 31 メートルに

なり、私にとっては軽易じゃない。 

　都市計画法施行令第 14 条及び同法施

行規則第 13 条を見せていただきました

が、分かりにくいというか、例えば、公

園の区域であれば、区域内で合計４ヘク

タール未満であるものは軽易と書かれて

いますが、対象地は４ヘクタール未満で

はないなと思います。公聴会にする時の

ルールをもう少し分かりやすく教えてい

ただけたらなと思います。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

はい。基準の明確化を前回の審議会で

ご指摘いただき、市でも検討を進めてき

ました。 

都市計画法では、軽易な変更という事

項が定められおり、その軽易な変更を行

う場合は、都市計画審議会への付議や意

見聴取という手続きを省略することがで

きると定められています。 

では、軽易な変更とはどのようなもの

かと言いますと、最初に定めた趣旨や目

的、効果に影響を与えないという概念の

もと、都市計画法施行令で、例えば、都

市計画道路であれば、小規模な変更の規

模がどのくらいであるとか、都市計画公

園であれば、公園施設の面積がどのぐら

いの範囲での変更であれば小規模である

かなどが定められております。 

ご指摘いただきました今回の変更が軽

易ではなく大きな変更ではないかという

ことについてですが、前回の審議会で、

木多会長職務代理から、既に用途が決

まって計画が進んでいる現在において、

今回の変更は、マイナーチェンジである

というご意見を頂戴して、すごく的確な

ご説明だなと私自身勉強になったところ

ですけども、例えば、Ｅの場所が、第６

種から第８種に変更となりますが、原

則、建築基準法では１敷地に１建物とい
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うことになりますから、今回、土地利用

計画でＥの場所が１敷地で利用されると

いうことになったとすれば、都市計画を

変更する場合と、しない場合とでは、ど

う違うのかもご説明させていただきま

す。 

まず、用途地域は、敷地面積の過半を

占める用途地域が適用されることになり

ますので、都市計画を変更しない場合で

も、この場所には、現状の計画のまま商

業地域に建築できる建物が建つというこ

とになります。そういった意味で、今回

の都市計画の変更は、最初に定めた趣旨

などに影響はないということになりま

す。 

次に、高度地区ですが、高度地区は、

１つの敷地に１つの建物を建てるときで

も、地区ごとの最高高さが適用されま

す。都市計画を変更しない場合、１つの

建物で、高さ 31 メートルの部分と 22

メートルの部分が生じ、横から見るとＬ

字型の建物となります。ただ、今回の計

画では、南側の 22 メートルのＥの場所

に、恐らく、ほとんど建物が建たない状

態で、北側に寄せて建築されるというこ

とから、その旨を説明してきた次第で

す。都市計画を変更しなくても、建物を

建てようと思ったら、当該街区には 31

メートルの高さの建物が建ってしまうと

いうことからすると、影響が小さい変更

だろうということです。 

防火地域及び準防火地域については、

同じ敷地内であれば、厳しい方の規制、

防火地域が適用されることから、都市計

画を変更しなくても、現状の計画と同じ

建物が建つということから考えますと、

この変更が最初に定めた趣旨などに影響

を与えない小規模な変更であると考えて

います。 

これらのことから、今回の都市計画変

更については、公聴会の開催により意見

聴取を行うという判断をさせていただい

たということになります。 

そしてもう一つ、都市計画運用指針で

は、１つの敷地内でそういった複雑な土

地の使い方が極力起こらないように、用

途地域の区域等の境界は、原則として道

路や河川等で定めることが望ましいとさ

れており、今回の変更はその区域等の境

界となる道路の線形に合わせて区域等を

整形したものにすぎないという判断でご

ざいます。 

以上でございます。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●増田京子委員 

はい。ありがとうございます。私も何

年間か都市計画審議会に出席させていた

だいていますが、関係法令の読み込みは

なかなか難しく、だから市民の人には分

かりやすくしてほしいと思っています。 

今後、軽易な変更であるという判断を

されるときは、職員だけで判断するので

しょうか。 

●みどりまちづくり部 

基本的に、都市計画の変更は、都市計

画審議会に毎回報告案件として報告させ

ていただいておりますので、本審議会へ

の報告時に、市としての考えを説明させ

ていただいた上で、ご審議いただくつも

りです。 

●増田京子委員 

分かりました。私も頑張りますけれ

ど、専門家の方にも、ぜひともしっかり

議論していただくよう、よろしくお願い

します。 

●木多会長職務代理 

どうも貴重なご質問ありがとうござい

ました。 

　はい。大脇委員どうぞ。 

●大脇委員 

はい。ありがとうございます。 

川合・山之口地区は、昔から田畑があ

り、自然があり、先ほどの地産地消とい

うお話もあり、また、勝尾寺川のせせら

ぎがあるということで、それらを理由に

近隣に引っ越して来られた方もたくさん
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いらっしゃる中で、大きな建物が建てら

れますが、市から緑化も一生懸命頑張り

ますというお話を聞かせてもらったので

すけど、説明資料３ページの下の変更箇

所③で、管路を埋めて、緑道を新設する

とあり、勝尾寺川に放流するという話を

されていました。勝尾寺川に蛍が飛んで

いる自然を今までの状態で残したいと思

いますが、水質をきれいに保つ対策と

か、他のものは流されないとは思うので

すけど、どのようにお考えでしょうか。 

●木多会長職務代理 

はい。お願いします。 

●みどりまちづくり部 

はい。変更箇所③ですが、南側から北

側に高低差があるので、この管路を通っ

て勝尾寺川に雨水が流れるようにすると

いう計画ですけども、ご指摘のような水

質をきれいに保つ対策の検討がされたか

ということについては、把握しておりま

せんが、当然、施設から排出されるその

他のものについては、法律に従い管理さ

れるものと考えますので、勝尾寺川に放

流する水質に問題はないと思っていま

す。 

●大脇委員 

ありがとうございました。 

自然を残し、勝尾寺川にはそのまま

ずっときれいな水が流れていたら良いな

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

以上です。 

●木多会長職務代理 

はい。どうもありがとうございまし

た。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい。松出委員お願いいたします。 

●松出委員 

沿道施設地区①には、個々の店舗が入

ると思うのですが、商工会議所とか、ど

こかが誘致する店舗をコーディネートさ

れるのか、全く自由にいろいろな店舗が

できるのか。いろいろな店舗ができる際

は、テナントミックスみたいな感じで、

まちの活性化を図る上で、最適なテナン

トの組み合わせが必要ですけども、コー

ディネートなしに自由に土地の売買、あ

るいは土地の貸借がされるのか、どこか

がコーディネートするのか、考えておら

れるのですか。 
●木多会長職務代理 

はい。どうぞ。 

●みどりまちづくり部 

沿道施設地区①にどんな店舗が誘致さ

れるのか、また、その店舗をコーディ

ネートする企業等があるのかというご質

問ですが、現在、そういった企業等が決

まっているということは聞いておりませ

ん。 

土地の活用方法は、いろいろあるとは

思いますが、換地を受けた後、土地の所

有者がどういった形で所有地を活用する

かということかと思いますので、テナン

トミックスのような取組を進めていく業

者は、現時点では検討されていないので

はないかなと思っています。 

●松出委員 

コストコが誘致されるから、コストコ

の関係の店舗が増えると思うのですけど

も。 

萱野中央でまちづくりが行われた際

は、コーディネートする業者がおられ

て、コーディネート後にいろんな店舗が

入ってこられたということもあります。

市内の事業者の育成という観点もありま

すし、できたらそういったコーディネー

トをできる企業等があれば有り難いかな

と思うので、模索してもらえたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

●木多会長職務代理 

はい。どうもありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

本当に貴重なご意見をありがとうござ

いました。 

加我委員がおっしゃったように、川

合・山之口地区は、地区計画や都市景観

形成地区の指定など、いろいろなルール

があります。それだけを取り上げても、
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事業者は、箕面市が熱心に考えていらっ

しゃることが分かりますので、そういっ

た気持ちをどのように伝えていくかとい

うことも大切だということを実感しまし

た。 

また、箕面市は、景観アドバイザーを

置いていて、ものすごくしっかり助言等

されている。普通なら無視されるような

事項についても、通常より、事業者と

しっかり調整されていたりする。やは

り、空間形成が大事だと思うのですが、

そういったこれまでの実績があるので、

今回の事業者にもしっかりご理解いただ

くことが大切ですし、これまでの実績か

ら、しっかりと伝えていただけるのだな

と思っています。ぜひともよろしくお願

いします。 

それでは、これで質疑を終了させてい

ただきまして、各案件の採決に移りたい

と思います。 

まず、案件１　大阪都市計画用途地域

の変更について、妥当と判断し、原案の

とおり可決いたしてよろしいでしょう

か。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

はい。ありがとうございます。 

ご異議ございませんので、本審議会に

付議されました北部大阪都市計画用途地

域の変更については原案のとおり可決す

ることといたします。 

ありがとうございます。 

続きまして、案件２　北部大阪都市計

画高度地区の変更について、妥当と判断

し、原案のとおり可決いたしてよろしい

でしょうか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

ご異議ありませんでしたので、本審議

会に付議されました北部大阪都市計画高

度地区の変更については、原案のとおり

可決することといたします。ありがとう

ございます。 

続きまして、案件３　北部大阪都市計

画防火地域及び準防火地域の変更につい

て、妥当と判断し、原案のとおり可決い

たしてよろしいでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

ご異議ありませんので、本審議会に付

議されました北部大阪都市計画防火地域

及び準防火地域の変更については、原案

のとおり可決することといたします。あ

りがとうございました。 

続きまして、案件４　北部大阪都市計

画川合・山之口地区地区計画の変更につ

いて、妥当と判断し、原案のとおり可決

いたしてよろしいでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

ご異議ありませんので、本審議会に付

議されました北部大阪都市計画川合・山

之口地区地区計画の変更については、原

案のとおり可決することといたします。

ありがとうございました。 

続きまして、案件５　箕面市景観計画

の変更についてお諮りします。こちらは

諮問案件でございますので、答申が必要

となります。 

答申に当たり、箕面市景観計画の変更

について、ご意見はございませんでしょ

うか。 

 

＜「なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

ご意見がないようでございますので、

本審議会に諮問されました箕面市景観計

画の変更について、本審議会といたしま
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しては「意見なし」と答申することとい

たします。ありがとうございます。 

本日の審議案件はここまでとなりま

す。 

ほかにございませんでしょうか。 

 

＜「なし」の声＞ 

 

●木多会長職務代理 

はい。ありがとうございます。 

今日は、いろいろ貴重な意見交換、ア

ドバイスをいただきましたので、ぜひと

もよろしくお願いいたします。 

最後に事務局より、何かございます

か。 

●事務局 

特にございません。 

●木多会長職務代理 

はい。それでは、これで全ての議事が

終わりましたので、令和７年度第３回箕

面市都市計画審議会を閉会いたします。

委員の皆さま方におかれましては、ご多

忙のところお集まりいただき、慎重にご

審議を賜り、ありがとうございました。 

 

以上 


